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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

全日本空輸株式会社所属ボーイング式７２７－２００型ＪＡ８３４１は、全日空８０３ 

便（東京－仙台）として、昭和５１年７月１１日１１時４５分ごろ仙台空港の滑走路２７ 

に着陸の際、右主翼端の下部を滑走路面に接触し、機体は小破したがこの事故による人 

員の死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５１年７月１１日～１２日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５２年４月１１日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８３４１は、昭和５１年７月１１日定期便８０３便として、乗組員８名と旅客１３２ 

名（幼児８名を含む）の計１４０名がとう乗し１１時００分に東京国際空港を離陸し、 

仙台空港に向った。

同機は巡航高度１７，０００フィートにて太子ＶＯＲ／ＤＭＥを通過したのち、１１時２５ 

分ごろ仙台進入管制所と交信し、仙台空港の気象情報を受け、その後１１時２９分ごろ 

同機に対するレーダー誘導が開始された。

同機は、１１時３８分ごろ高度３，５００フィートから１，５００フィートに降下する管制承 

認を受け、引続き使用滑走路を２７から０９に変更した旨の情報を得た。

機長は、空港と思われる辺りを目視したが全天が雲に覆われている状況であったため、 

滑走路０９への周回進入は不可能であると判断し、かつ入手した気象情報から左からの 

追風となる滑走路２７へフラップ４０度下げでの着陸を行うこととし、その旨の要求を 

行い管制許可を得た。

機長は、引続き滑走路２７に対し手動によるＩＬＳ直線着陸進入を行い、１１時４３ 

分ごろ高度５００～６００フィートで雲に入り、１１時４５分ごろ高度約２５０フィートで雲 

下に出たが、この時点で機長は滑走路進入燈（消燈中）及び滑走路未端標識を視認でき 

たので、滑走路２７への着陸は支障なしと判断した。

また機長は、この時点で同機が滑走路延長線のやや右側に位置していること及び降下 

率が若干低下したことを認め、機首を押えるとともに機軸を滑走路延長線上に合致させ  

るため、風上側となる左への傾斜角をともなう修正操作を行い、この間管制塔に対し、 

滑走路２７に着陸する旨の通報を行った。

その後機長は、高度約１００フィート前後で右への修正操作に移行したが、この時点で 

同機は一瞬海霧のような薄い雲を通過した。

機長は着陸接地の直前、右傾斜角が必要量以上に深くなったので、これを戻すように 

操作すると同時に、着陸のための引起し操作を行ったが、その直後同機は右傾斜角姿勢 

のまま接地点標識付近の滑走路中心線より左側に右主車輪のみで着陸接地した。

同機は、その後３点姿勢に復して通常の地上滑走の後、エプロン地区に駐機したが、 

同機の右主翼端下部が擦過損傷していた。



２．２　人の死亡、行方不明又は負傷に関する情報

死傷
とう乗者

乗組員 その他
その他

死亡　０　０　－

重傷　０　０　－

軽傷　０　０　－

なし　８　１３２

２．３　航空機の損壊の程度

小破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１５年９月６日生

全日本空輸株式会社入社年月日　昭和３８年１０月２６日

定期運送用操縦士技能証明書　第１２８６号

同取得年月日 昭和４５年７月８日

同限定事項　陸上多発、ＤＣ－８、ＹＳ－１１、Ｂ－７２７、

同型式機の機長発令年月日　昭和４９年３月１日

第１種航空身体検査証明書　第１１８１３７８８号

同有効期限　昭和５１年１０月１５日

総飛行時間　６，６８１時間４８分

同型式機による飛行時間１，６７５時間２０分

副操縦士　昭和２２年５月９日生

全日本空輸株式会社入社年月日　昭和４４年５月６日

事業用操縦士技能証明書　第３５７７号

同取得年月日　昭和４６年３月１１日

同限定事項 陸上単発・多発　ＹＳ－１１、Ｂ－７２７、

同型式機副操縦士発令年月日　昭和４９年３月２２日



第１種航空身体検査証明書　第１１８１４０５０号

同有効期限　昭和５２年５月２９日

総飛行時間　２，５８２時間５４分

同型式機による飛行時間　１，２９５時間００分

２．６　航空機に関する情報

国籍及び登録番号　ＪＡ８３４１

型式及び耐空類別　ボーイング式７２７－２００型

Ｔ類

製造番号　２０５７１

製造年月日　昭和４７年４月１７日

耐空証明書番号　第東４７－０９８号

同　交付年月日　昭和４７年５月１３日

総飛行時間　１０，５５２時間４０分

事故当時の同機の重量及び重心位置は、１３９，６４１ポンド（最大着陸重量１４２，５００ 

ポンド）及びＭＡＣ２３．１％でいずれも許容範囲内であった。

２．７　気象に関する情報

仙台空港における当日１１時及び１２時の航空気象観測値は次のとおりであった。

１１時００分：風向１２０度、風速５ノット、視程１５キロメートル、雲量１／８・積雲

２，５００フィート、雲量４／８・層積雲６，０００フィート、雲量５／８・高積 

雲８，０００フィート、気温２５℃、高度計規正値２９．７６インチ、もや。

１２時００分：風向１６０度、風速８ノット、視程１２キロメートル、雲量２／８・層雲 

２００フィート、雲量４／８・層積雲５，０００フィート、雲　７／８・高積雲 

８，０００フィート、気温２３℃、高度計規正値２９．７４インチ。

２．８　飛行場及び地上施設に関する情報

仙台空港のＩＬＳは当時正常に運用されていた。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８３４１には、サンドストランド社製ＦＡ－５４２飛行記録装置がとう載されており、



事故による損害を受けることなく取外し読取を行った。（付図２参照）

また同機には、フェアチャイルド社製Ａ－１００音声記録装置がとう載されており、事 

故当時正常に作動していたがエプロンに駐機後記録保存のための措置がなされず、かつ 

約４０分間にわたり電源を入れて同機の損傷部位の点検を行ったため、当該装置が作動 

し、事故当時の音声記録は消去され、調査には利用できなかった。

２．１０　航空機及び部品の損壊に関する情報

同機の右主翼端下部が滑走路面と接触したことによる損傷状況は次のとおりであった 。

＃８スラット　前縁部に擦過による損傷のほか１部に挫屈による変

形、

右外側後部フラップ　後縁部に擦過による損傷及びフイッテング２個所挫

屈による変形、後部フェアリング挫屈変形及び先端 

部擦過磨耗、

右主翼テールライト　支柱先端下部擦過による磨耗及びライトカバー破損、

外側エルロンタブ １部に軽度のわん曲、

２．１１　その他必要な事項

ＪＡ８３４１による滑走路上の痕跡は付図１のとおりである。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

ＪＡ８３４１は当該飛行における事故発生までの間、機体、エンジン及び操縦系統等の 

諸系統はすべて正常であったものと認められる。

仙台空港における当時の風向、風速は１６０度、８ノットであり、滑走路2 7に対する 

同機の着陸に許容された範囲内のものであったが、機長はそれが背風気味の左横風とな 

るため、当該着陸をフラップ４０度下げて行うこととしたものと推定される。

当時仙台のＩＬＳは、正常に運用されており、機長は当初ＩＬＳによる直線着陸進入 

を行ったが、その後事故に至るまでの経緯については、飛行記録装置の記録の読取り等 

の調査結果から次のとおりであった 。



同機は、当該着陸進入中雲に進入したと思われる着陸接地の約４７秒前の高度約５００ 

フィートから、着陸接地の約２８秒前の高度約２００フィートに達するまでの間において、 

機首方位を２６３度から２６８度に右へ５度変位しており、また機長はこの間の高度２５０フ

ィート付近を通過するころ、滑走路を視認できたためＩＬＳによる進入から目視による 

進入に移行したが、この時点での同機は、当時風下側となる滑走路延長線の右側に位置 

していたものと推定される。

その後同機は、着陸接地の約２８秒前（高度約２００フィート）から着陸接地の約１５ 

秒前の滑走路の末端から約０．５海里（約９００メートル）手前と推定される地点に高度約 

１６０フィートで到達するまでの約１３秒間に、機首方位を２６８度から２６６度に変位させ 

ているが、これは機長が当時風上側となる左へ偏流修正を行ったことによるものと推定 

されるが、同機はこの間、十分な修正効果を得られないまま滑走路延長線の右側を進入  

したものと推定される。

次いで同機は、着陸接地の約１５秒前からの約７秒間に機首方位を２６６度から２４９度 

に左へ約１７度変位し、これによって同機は滑走路末端から約０．２５海里（約４５０メー

トル）手前の滑走路延長線の左側と推定される高度約８０フィートの地点へ速度約１２８ 

ノットで移動したものと推定され、同機は当該地点から機首方位を右へ変位し、その７ 

秒後機首方位を右へ約１９度変位（２６８度）した時点で、フラップ４０度下げの状態で 

着陸接地している。

以上着陸接地の約１５秒前から行われた機首方位を左右に大きく変位する修正操作は 、 

機長がそれ以前における進入において同機を着陸コースに乗せるための適切な修正時期  

を失したためであり、また当該修正操作の傾斜角は、左右ともに約１８度と推算される 

ことから、これは着陸間際の操作としては過大なものであったと推定される。

当該着陸接地は、機長が右傾斜角を戻しながら着陸のための引き起し操作に移行した  

直後に発生したものと推定され、これは同機の右主翼端接地時の姿勢が機首上げ約６ 

度、右傾斜角約１０度と推算されることから、当該着陸接地は約１８度の右傾斜角が約 

半量程戻りかけた時点における右主車輪のみでの接地であったものと推定される。

同機の右主翼端接地は、速度約１１５ノットで過大な右傾針角による着陸接地と同時に 

瞬間旳（約０．８秒間）に発生したものと推定される。



4　結論

（１）機長及び副操縦士はともに適法な資格を有していた。

（２）ＪＡ８３４１は事故発生までの当該飛行間において、機体、エンジン及び操縦系統等 

はすべて正常であった。

（３）仙台空港のＩＬＳは当時正常に運用されており、機長は当該着陸進入中、高度約 

２５０フィートに達するまでＩＬＳによる進入を行っていた。

（４）当時の風向、風速は背風気味の左横風であり、機長は当該着陸をフラップ４０度下 

げの形態で行うこととした。

（５）同機は、着陸接地の約４７秒前(高度約５００フィート)からの１９秒間に機首方位 

を約５度右へ変位し、機長がＩＬＳから目視による進入に移行した時点では当時風下 

側となる滑走路延長線の右側に位置していた。

（６）同機は、機長が着陸接地の約２８秒前(高度約２００フィート)から約１３秒間行っ 

た滑走路の中心線に乗るための左への修正操作の間において十分な修正効果を得られ  

ないまま進入を継続したものと推定される。

（７）機長は着陸接地の約１５秒前において同機を滑走路の中心線に乗せるため、急拠約 

１８度の傾斜角をともなう左への修正操作に移行したものと推定される。

（８）上記操作によって約７秒後同機の機首方位(２６６度)が左へ１７度変位(２４９度) 

し、同機の位置が滑走路延長線の左側へ移動した時点で、機長は当該操作をほぼ同じ 

傾斜角をともなう右への修正操作に切りかえたものと推定される。

（９）同機は、上記右への修正操作によって約７秒後、機首方位を右へ約１９度変位した 

２６８度で右傾斜の状態で右主車輪のみで着陸接地した。

（１０）同機は、機首上げ約６度、右傾斜角約１０度の姿勢で着陸接地と同時に右主翼端下 

面を瞬間的に接地したものと推定される。

原因

本事故は、着陸操作の直前における滑走路の中心線に乗るための過大な修正操作によ 

り、右傾斜の状態で着陸接地したことによるものであり、これには当該修正操作以前の 

不安定な進入操作が関与したものと推定される。



現場見取図



付図1



付図2


